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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月4日(2016.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧＢ１、ＧＢ１ａ、ＧＢ２、およびコラフラバノンからなる群から選択される少なくと
も１つのビフラボノイドを多く含むガルシニア・コラ抽出物を含有する抗糖化剤であって
、ＨＰＬＣ－ＵＶにより２９０ｎｍでアッセイしたＧＢ２等価物で表される総ビフラボノ
イドを、５％より高い濃度で含有する、抗糖化剤。
【請求項２】
　前記ＨＰＬＣ－ＵＶにより２９０ｎｍでアッセイしたＧＢ２等価物で表される総ビフラ
ボノイドを、２０％より高い濃度で含有する、請求項１に記載の抗糖化剤。
【請求項３】
　前記ＨＰＬＣ－ＵＶにより２９０ｎｍでアッセイしたＧＢ２等価物で表される総ビフラ
ボノイドを、４０％より高い濃度で含有する、請求項１に記載の抗糖化剤。
【請求項４】
　前記抽出物が、ガルシン酸も含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記
載の抗糖化剤。
【請求項５】
　前記抽出物が、ガルシニア・コラの種を抽出することにより得られることを特徴とする
、請求項１～４のいずれか１項に記載の抗糖化剤。
【請求項６】
　前記抽出物が乾燥していることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の抗
糖化剤。
【請求項７】
　ガルシニア・コラの抽出プロセスであって、４０～２００℃の温度および５０～１５０
バールの圧力において溶媒により抽出する前に、前記ガルシニア・コラの抽出用の一部を
、乾燥し、その後砕粉する、前記抽出プロセス。
【請求項８】
　前記ガルシニア・コラの抽出用の一部が、種である、請求項７に記載の抽出プロセス。
【請求項９】
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　請求項７または８に記載の抽出プロセスによって得られたガルシニア・コラ抽出物の、
分画プロセスであって、前記分画が、固体担体上の順相液体クロマトグラフィー、固体担
体上の逆相液体クロマトグラフィー、大気圧液体クロマトグラフィー、中圧液体クロマト
グラフィー、高速液体クロマトグラフィー、フラッシュクロマトグラフィー、向流クロマ
トグラフィー、またはこれらの方法の組み合わせにより実施される、前記分画プロセス。
【請求項１０】
　請求項７または８に記載の抽出プロセスによって得られたガルシニア・コラ液体抽出物
の、分画プロセスであって、前記分画が、前記液体抽出物を、ポリアミド上で濾過するス
テップを含む、前記分画プロセス。
【請求項１１】
　ＧＢ１、ＧＢ１ａ、ＧＢ２、およびコラフラバノンからなる群から選択される少なくと
も１つのビフラボノイドを多く含むガルシニア・コラ画分を含む抗糖化剤であって、ＨＰ
ＬＣ－ＵＶにより２９０ｎｍでアッセイしたＧＢ２等価物で表される総ビフラボノイドを
、５％より高い濃度で含有し、請求項９または１０に記載のプロセスにより得られること
を特徴とする、抗糖化剤。
【請求項１２】
　前記ＨＰＬＣ－ＵＶにより２９０ｎｍでアッセイしたＧＢ２等価物で表される総ビフラ
ボノイドを、２０％より高い濃度で含有する、請求項１１に記載の抗糖化剤。
【請求項１３】
　前記ＨＰＬＣ－ＵＶにより２９０ｎｍでアッセイしたＧＢ２等価物で表される総ビフラ
ボノイドを、４０％より高い濃度で含有する、請求項１１に記載の抗糖化剤。
【請求項１４】
　前記画分が乾燥していることを特徴とする、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の
抗糖化剤。
【請求項１５】
　美容上許容可能なキャリアーと共に、請求項１～６のいずれか１項または請求項１１～
１４のいずれか１項に記載の抗糖化剤を含有する、美容用組成物。
【請求項１６】
　皮膚の加齢に対抗するために、対象の皮膚に請求項１５に記載の美容用組成物を適用す
る、美容術。
【請求項１７】
　物質の、コラーゲン糖化阻害活性の測定方法であって、以下のステップ
　　糖および試験に供する前記物質の存在下におけるコラーゲンのインキュベーション；
および、
　　形成した糖化産物により発せられた蛍光の測定、
を含む、前記測定方法。
【請求項１８】
　前記蛍光が、ペントシジン蛍光である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　インキュベーションの前に、水性溶媒に前記コラーゲンを溶解させる、請求項１７また
は１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記水性溶媒が、酸溶媒である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記水性溶媒が、酢酸である、請求項１９に記載の方法。


	header
	written-amendment

